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関係者各位 

 

                  福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課長  

                  （福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局）   

 

   緊急事態宣言発令期間の延長に伴う高齢者施設等の職員を対象とした新 

型コロナウイルス感染症に係る検査事業の強化について 

 

 本県の保健医療介護行政の推進につきましては、平素より格別の御理解・御協力を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

 本県では、高齢者施設や障がい者支援施設等の入所者と接する可能性がある職員の皆

様を幅広く対象とした PCR 検査事業を実施しており、関係者の皆様におかれましては、

これまでも計画的に御活用していただいているところです。 

 この度、本県における緊急事態宣言の期限が６月２０日（日）まで延長されたことに

伴い、６月の受検回数を２回増とすることとしました。これにより、６月（緊急事態宣

言の期間中）も週１回程度の検査を継続して実施することが可能となります。 

関係の皆様におかれましては、引続き本事業を計画的にご活用いただき、施設内感染

対策の強化に努めていただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 対象施設 福岡県内（北九州市、福岡市、久留米市を除く）に所在する入所系の高

齢者施設及び障がい者支援施設等 

        ※令和３年４月から６月の間において１施設あたり３回を上限（月１回

程度）としているところ、緊急事態宣言の延長に伴い、６月（緊急事態

宣言期間中）の実施回数を３回（２回分の増）とします 
 

２ 対 象 者 入所者と接する可能性のある職員 【変更なし】 
 

３ 受付期間 令和３年４月１日（木）から令和３年６月３０日（水）まで 

        ※６月（緊急事態宣言期間中）は３回（週１回程度）受検が可能ですの

で、計画的に本事業をご活用ください 

 

４ 実施方法等 県から委託を受けた「株式会社ナチュラリ 東京PCR衛生検査所」  

が検査を実施 【変更なし】 
 

５ 検査方法 唾液を用いたＰＣＲ検査 【変更なし】 
 

６ 検査費用 無料 【変更なし】 
 

７ そ の 他 実施目的、申込方法、最近のクラスター発生状況、受験期間中（令和３

年４月から６月）における受検回数の考え方については別紙をご参照く

ださい  



（別 紙） 

Q１． 本事業を実施する目的は何ですか。 

A１． 高齢者施設や障がい者支援施設等の入所者は、新型コロナウイルスに感染した場

合、特に重症化リスクが高く、施設内感染対策の強化が重要となります。 

このため、これらの方と接する可能性がある施設職員を幅広く対象として、一

斉・定期的（※）に新型コロナウイルスのＰＣＲ検査を実施するものです。 

 

※ 本事業は、検査時点において、施設の職員が感染しているかどうかを確認するた

めに実施するものであり、可能な限りすべての職員が一斉に検査を受けるようにし

てください。 

  ※ 検査は、原則として職員１人当たり３回（１施設当たり３回）を上限に受けるこ

とができます。このため、施設管理者におかれては、令和３年６月までの間、月１

回程度を目安に計画的に検査を行うようにしてください。 

  ※ なお、本県における緊急事態宣言の期限が６月２０日（日）まで延長となったこ

とに伴い、６月の受検回数を２回増とすることとしました。これにより６月（緊急

事態宣言の期間中）は３回（週１回程度）受検いただけますので計画的に活用して

ください。 

 

Q２． ６月における２回の増分は、どのように申し込みを行えばよいですか。 

A２． お申込みの方法は、これまでご案内しているとおり、URL又はQRコードから

行っていただけます。 

 

Q３． 今回、緊急事態宣言の延長に伴い追加された２回分は、必ず緊急事態宣言期間中

に受検しなければならないのですか。 

A３． 原則、緊急事態宣言期間中でのお申込み、受検完了を想定しておりますが、計画

的受検のためやむを得ない事由がある場合、期間終了後に受検いただいても構いま

せん。なお、お申し込みは期間内に行っていただきますようお願いします。 

 

Q４． 高齢者施設等を含めた福祉施設におけるクラスターの発生状況は。 

A４． 令和３年４月からこれでまでの間に福祉関連施設で３３件のクラスター事案が発

生しています。 

    また、５月には過去最多となる６００名を超える感染状況も発生しておりますの

で、本事業をご活用いただき、施設内感染対策の強化に努めていただきますようお

願いします。 

 

Q５． 今回の強化により、４月から６月までの受検回数の考え方はどのようになるのか

改めて教えてください。 

A５． 受検回数の考え方は以下の表のとおりです。緊急事態宣言期間中は週１の頻度で

受検できるようになっておりますので、計画的にご活用ください。 

 

現行
４月から６月の間で１施設あたり3回を上限

（月１回程度）

変更後
５,６月における実施回数を３回

（緊急事態宣言期間中週１回程度）

４月 １回 １回

５月 １回
３回（現行１回分＋緊急事態宣言期間中
　　　　　　　　　　　２回分追加）

６月 １回
３回（現行１回分＋緊急事態宣言期間中
　　　　　　　　　　　２回分追加）


